
無償貸付物品の返納手続及び需要調査

３．処分の決定

管理換承諾・承認無償貸付承認 貸付先へ廃棄指示
廃棄証明は手元保管

不用決定

購入希望あり

管理換協議・申請無償貸付申請受理 不用決定

管理換希望あり無償貸付希望あり 需要無し

需要の有無、処分方法（無償貸付、管理換、売払、廃棄）をＨＰで公表

４．需要調査結果公表

売 払

売払措置請求

文部科学省ホームページ上で需要調査実施（概ね１０日間掲載）
（掲載URL） http://www.mext.go.jp/b_menu/choutatsu/1354367.htm

２．需要調査等

文部科学省大臣官房会計課管理班物品管理係宛てに返納申請

【提出書類】 ①返納申請書（借用物品の返納について）

②返納物品明細書

③物品貸付承認通知書（写） ※返納する物品の別紙備考欄に「返納」と記載

１．物品の返納手続

無償貸付物品について、故障等により使用不能となった場合、経年劣化、陳腐化等により研究活動等

に利用することができなくなった場合、その他研究者の退職等により貸付先で使用する見込みが無くなっ
た場合等においては、以下の手続きにより文部科学省へ返納することが可能となっています。

なお、返納手続きの事務効率化、円滑化等を図るため、従前５０万円以上の返納物品に添付していた
修理不能証明書等の提出は不要としました。
また、返納物品のうち使用可能な物品については、需要調査等を実施して有効活用を図っています。

平成２８年１２月１４日

〔本件問合せ先〕
文部科学省大臣官房会計課管理班物品管理係
TEL：０３－５２５３－４１１１（内線２７２９・２９２５）
９：３０～１８：１５まで（１２：００～１３：００を除く）


